
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１０月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第１５７号 

事故等種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２１年３月６日 ０８時００分ごろ 

発生場所 静岡県下田市下田港西防波堤灯台から真方位２９４°６５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°４０.３′ 東経１３８°５６.９′） 

事故等調査の経過  平成２１年６月１７日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第十六正 福
しょうふく

丸、１９.９９トン 

ＳＯ２－５２８７（漁船登録番号）、有限会社正福丸漁業 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機６番シリンダのピストン、シリンダライナ及び連接棒損傷 

 事故等の経過 本船は、船長ほか５人が乗り組み、平成２１年３月６日下田港岸壁で出

港準備作業を行い、０８時００分ごろ主機を始動したところ、急激に回転

数が上昇し、制御できなくなった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

主機はガバナの出力を燃料噴射ポンプに伝える

リンク機構の作動不良により、始動時同ポンプのク

ラック位置が最大噴油量の状態で固着したため、過

回転したものと考えられる。 

主機始動前にリンク機構がスムーズに作動する

か確認が行われていなかった可能性があると考え

られる。 

原因 本インシデントは、本船が下田港岸壁において出港準備中、主機を始動

した際、主機始動前にリンク機構がスムーズに作動するか確認が行われず、

燃料噴射ポンプが最大噴油量の状態で固着したため、主機が過回転したこ

とにより発生した可能性があると考えられる。 

備考 本インシデント後、船長は、主機始動前に、ガバナ及び操縦レバーから

燃料噴射ポンプまでのリンク機構各部に潤滑油の手差し注油を十分に行い

ながら、同リンク機構の作動確認を十分に行うようにした。 

 




